
消防法第 胃り条馴 ⑳の規定ぎ這よる王事整備対象設備等の王事蔑
たは整備ぎ岩関する講習を汝のとお り実施 します。

受講対象め方は必ず受講 ♭貰≪だ審bも⑳

彪 受講対象者
（ 1）平成 17年に免状の交付を受けた者で、その後その免状の種別の講習を受 けていない者

（ 2）平成 14年以前 にその免状の種別の講習を受けた看で、その後講習を受けていな い者

蓮習の 日時及び場所

萱】＿薦 申 請
申請期間 長 崎 市 会 場 平成 19年 8 月 1 日（水）～平成 19年 8 月 15 日（水） ※平 日 9 暗か ら 17 暗 まで

佐世保市会場 平成 19年 8 月 1 日（水）～平成 19年 8 月 15 日（水）
〝

（ 土・ 日曜 日休 み ）

申請方法 所定の申請書用紙 に記入の上、持参又は郵送のこと

提出 先 財団法人長崎県消防設備 保守協会 〒8弥 0037 長崎市金屋町9 －3

同 県北支部 〒857－。。56 佐世保認 諾 雪空言タ‾2 階

佐世保市消防局予防課内

（

J

申請書用紙は上記「提出先」又は長崎県消防保安室、各振興局、各地方局の総務企画課

及び県内各消防本部 （署） にあ ります。

間食 曹 先

）

財団法人長崎県消防設備保守協会 甘EL （09 5）82 7 一郎 56 F A X （09 5）る27 仙55馴

慧豊富慧慧悪習慧慧攣警霊慧諾雷雲ヂ患者は、消防設備士劉

講 」習 地 ；・ご、∴，
、講 習 区 分 （免状種麹） 講習年月 日 （曜） 講　 習　 会　 場

消火設備 （甲・乙種1・2巾3類）平成19年9 月5 日（水）
佐世保市

佐世保市 警報設備 （甲●三悪　 言霊 平成19年9 月6．早（木）労働福祉センタ肘

謂 要望 （甲●喜琵　 喜芸 平成19年9 月7 日（金）
（℡095 6－32－892 9）

消火設備 （甲i乙種1。2。3類）平成19年 9 月12 日（水） r長崎県勤糾福祉A 館
長 崎 市 警報攣 ‡甲●三悪　 筈芸・平成19年 9 月13日（木） pノ、 ブゴ田 コ言邑

（℡095－82 1－14 56）
．1

竺㌍ 璧 ‡甲●喜琵　 喜芸
平成19年 9月14 日（金）


